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  令和６年３月22日 

岩手県公安委員会       

委員長 谷 村  久  

岩手県公安委員会規則第３号 

   岩手県警察組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県警察組織規則（昭和49年岩手県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （刑事部の分課）  （刑事部の分課） 

第14条 刑事部に、次の５課、１所及び１隊を置く。 第14条 刑事部に、次の６課及び１所を置く。 

 刑事企画課  刑事企画課 

   捜査支援分析課 

 捜査第一課  捜査第一課 

 ［略］  ［略］ 

 科学捜査研究所  科学捜査研究所 

 機動捜査隊  

 （刑事企画課）  （刑事企画課） 

第14条の２ 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。 第14条の２ 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。 

 (１)～(３) ［略］  (１)～(３) ［略］ 

 (４) 指名手配及び指名通報に関すること。  

 (５) 犯罪統計に関すること。  

 (６) 手口捜査に関すること。  

 (７) ［略］  (４) ［略］ 

  (５) 機動捜査活動及び警察署の支援に関すること。 

 (８) ［略］  (６) ［略］ 

  （捜査支援分析課） 

 

第14条の３ 捜査支援分析課においては、次の事務をつかさど

る。 

  (１) 犯罪情報の分析及び捜査支援に関すること。 

  (２) 指名手配及び指名通報に関すること。 

  (３) 犯罪統計に関すること。 

 （科学捜査研究所）  （科学捜査研究所） 

第18条 ［略］ 第18条 ［略］ 

 （機動捜査隊）  

第18条の２ 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。  

 (１) 犯罪多発地域における機動捜査活動に関すること。  

 (２) 緊急事件の初動捜査に関すること。  

 (３) 広域機動捜査に関すること。  

 (４) その他特命事件の捜査に関すること。  

 （課の内部組織）  （課の内部組織） 

第31条 本部の課の内部組織として、次の表に掲げる組織を置 第31条 本部の課の内部組織として、次の表に掲げる組織を置



く。 く。 

 課 内部組織   課 内部組織  

  ［略］     ［略］   

 刑事企画課 捜査支援分析室   刑事企画課 機動捜査隊  

  ［略］     ［略］   

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 岩手県警察国有物品管理規則（昭和39年岩手県公安委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （物品供用員）  （物品供用員） 

第４条 物品の供用に関する事務を行わせるため、警察本部各

課、科学捜査研究所、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交

通警察隊、機動隊、警察学校及び各警察署（以下「各所属」

という。）に物品供用員を置く。 

第４条 物品の供用に関する事務を行わせるため、警察本部各

課、科学捜査研究所、交通機動隊、高速道路交通警察隊、機

動隊、警察学校及び各警察署（以下「各所属」という。）に

物品供用員を置く。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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